
〇今後、必要な感染防止策に加え、下記の条件がすべて担保される場合には、イベント中の
発声がないことを前提にしうる催物に限定して、収容率を100％以内にすることができること
とする。

別紙３映画館等（飲食を伴うものの発声がないもの）における感染防止策

具体的な条件（感染防止策）
① 食事時以外のマスク

着用厳守
・入場時に着用を確認し、必要に応じマスクの配布、販売を実施すること
・イベント前に飲食時以外のマスク着用徹底を動画上映・アナウンス等で周知
すること
・イベント中の適切な監視体制を構築し、確実なマスク着用を求めること
・着用状況を踏まえ、必要に応じ一層の周知を図る

② 会話が想定される場
合の飲食禁止

・例えば、映画の場合は、発声が想定される場面（例：上映前後・休憩中のシ
アター内等）での飲食禁止
・その他の催物についても、上記の要件に照らし、会話の有無を判断し、会話
があり得る場面では飲食禁止を徹底

③ 十分な換気 ・二酸化炭素濃度100011m以下かつ二酸化炭素濃度測定機器等で当該基準を遵
守していることが確認できること、または機械換気設備による換気量が30㎥/時/

人以上に設定されておりかつ当該換気量が実際に確保されていること
（野外の場合は確認を要しない）

④ 連絡先の把握 ・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握
・接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービスの導入に向けた具体的措
置の徹底
※アプリのQRコードを入口に掲示すること等

⑤ 食事時間の短縮 ・⻑時間の飲食が想定されうる場合は、マスクを外す時間をなるべく短くする
ため、食事時間短縮のための措置を講ずるよう努めること


